
 

１ 募集職種・採用予定人数・受験資格 

職  種 
採用予定 

人  数 
受 験 資 格 

技能労務職 

（調理員） 
１名 

平成２年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた方

で、次の要件を全て満たす方（学歴不問） 

１ 調理師または栄養士資格取得者 

２ 学校・病院・保育所等で給食調理業務に従事した経験がある方 

※次のいずれかに該当する方は応募できません。 

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の方 

② 銚子市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

④ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている方（心神耗弱を原因とする

もの以外） 

※外国籍の方で採用日において就労が制限される在留資格の方は採用されません。 

 

２ 職務内容 

  市立保育所において、給食調理に関する業務に従事します。 

 

３ 受験の手続き 

⑴ 申込書類の入手方法 

   令和７年１０月２７日（月）から市役所２階総務課人事室（庁舎２Ｆ）、豊里出張所または豊岡

出張所で配布（市ホームページでもダウンロード可能） 

   なお、郵送を希望する場合は、封書の表に「職員採用試験（調理員）申込請求」と朱書し、     

郵便番号、住所及び氏名を記入し、１４０ 円切手を貼った Ａ４サイズの返信用封筒を同封してく

ださい。 

 請求先 〒２８８－８６０１ 銚子市若宮町１－１ 銚子市役所総務課人事室 人事研修班 

   

 ⑵ 提出書類 

  ① 応募申込書（様式第１号） 

  ② 職務経歴書（様式第２号）※職歴が複数ある場合は、コピーしてください。 

  ③ エントリーシート（様式第３号） 

  ④ 資格証明書等の写し 

  ⑤ 受験票（はがきサイズで印刷し、８５円切手を貼ってください。） 

令和８年４月１日採用 

銚子市職員（技能労務職）採用試験案内 



⑶ 申込手続 

   提出書類に必要事項をすべて記入し、銚子市役所総務課人事室へ直接持参するかまたは郵送して  

ください。 

直接持参する場合の受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜及び   

  祝日を除く。）です。 

   なお、郵送の場合は封筒の表に「採用試験申込」と朱書し、なるべく簡易書留にしてください。    

※ 受験票は、受付処理後に郵送します。 

※ 提出いただいた申込書等の書類は、お返しできません。 

 

⑷ 申込期間 

令和７年１１月４日（火）から１１月２５日（火）まで（土・日及び祝日を除く。） 

   郵送による申し込みの場合は、１１月２５日（火）の消印があるものまで受け付けます。 

   受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。 
 

４ 試験の方法・試験日等 

試 験 内 容 試 験 日 等 

第１次試験 業務適性検査 

令和７年１２月１４日（日） 

受  付 午前９時００分から午前９時３０分まで 

試験開始 午前１０時００分 

試験終了 午前１０時３０分頃 

試験会場 銚子市役所２階 会議室 

 

※技能労務職員の業務において、基本的な処理を「集中して早く正確に」

行えるかの適性を判断します。 

第２次試験 個別面接 

令和８年１月中旬から２月上旬を予定 

試験会場 銚子市役所 

詳細については、第１次試験合格者に通知します。 

 ※ 採用は、令和８年４月１日の予定です。 

※ 合格者は採用候補者名簿に登載され、その中から採用を行います。なお、採用候補者名簿に   

登載されても１年を経過すると失効することがあります。 

※ 合格発表後、受験資格がないこと又は申込書、職務経歴書の記載事項が正しくないことが判明

した場合、合格及び採用を取り消します。 
 

５ 給  与 

 ⑴ 給与は、銚子市の条例の定めるところによって支給されます。 

 ⑵ 上記のほか扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 
 

６ 勤務時間等 

 ⑴ 勤務時間・・・原則として、一週につき３８時間４５分、一日７時間４５分 

 ⑵ 有給休暇・・・年次休暇、夏季休暇、その他病気・結婚・出産サポート休暇、産前・産後休暇、      

配偶者出産休暇、育児参加休暇、育児時間、子の看護休暇、孫の看護休暇、短期   

介護休暇、忌引等の場合 
 

７ 問い合わせ先 

   〒２８８－８６０１  銚子市若宮町１番地の１ 

   銚子市役所 総務市民部総務課 人事研修班 

   電話番号 ０４７９－２４－８９２８（直通） 

  ※ お問い合わせは、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日及び祝日を除く。）に

お願いします。 


